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【予算に関する説明書 14頁】 

１ データ利活用手法の検討について【総務局関係】 

２款 総務費  ６項 総務管理費 

○新 データ利活用手法検討事業費 

(1) 目的

ニーズに応じた質の高い県民サービスを提供する。

(2) 内容

新たに設置したＣＤＯ（データ統括責任者）の下で、多様なデータの

利活用のあり方について、専門家の意見を聴きながら、幅広く検討を行

う。 

(3) 予算額  1,444千円 
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【予算に関する説明書 14頁】 

２ コンピュータセンターの整備について【総務局関係】 

２款 総務費  ６項 総務管理費 

○新 コンピュータセンター整備費

(1) 目的

現コンピュータセンターの契約期間が終了するため、次期コンピュー

タセンターの整備を行う。

(2) 内容

コンピュータセンターの整備を行う。

(3) 予算額  124,612千円 
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 【予算に関する説明書　35頁】

（追　　加）

事 項 限 度 額 区 分 期 間 金 額

千円 千円 千円

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 190,459

4,924,837

３　令和元年度一般会計６月補正予算債務負担行為について【総務局関係】

コンピュータセン
ター整備運営費

5,115,296

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－

5,115,296
一般財源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和元年度
～

令和７年度

特
定
財
源

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

左 の 財 源 内 訳
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【議案（条例その他 その３）６～20頁 定県第60号議案】 

４ 神奈川県県税条例の一部を改正する条例の概要 

(1) 改正の趣旨

地方税法の一部改正等に伴い、法人事の業税の税率や自家用乗用車に

係る自動車税種別割の税率を見直すなど、所要の改正を行うものである。 

(2) 改正の内容

ア 令和元年10月１日施行の改正

(ｱ) 法人事業税関係

ａ 特別法人事業税の創設に伴う税率引下げ

法人事業税の一部を国税化して特別法人事業税が創設される

ことに伴い、地方税法に定める法人事業税の標準税率が引き下

げられることから、県税条例に定める法人事業税の本則税率を

同様に引き下げる。（第18条及び附則第14項関係） 

  ｂ 超過税率の改正 

ａの改正に伴い、本県で実施している超過課税の税率につい

て、法人の負担に変動が生じないよう見直しを行う。（附則第

15項～第19項関係） 

(ｲ) 自動車税関係

ａ 種別割の税率引下げ

令和元年10月１日以後に初回新規登録を行った自家用乗用車

に係る種別割の標準税率が引き下げられることから、県税条例

に定める税率を同様に引き下げる。（第56条関係） 

合わせて、令和元年９月末までに初回新規登録を行った自家

用乗用車について、現行と同率で種別割を課すことができるよ

う規定を整備する。（附則第35項、第36項及び第40項関係） 

  ｂ 種別割のグリーン化特例に係る規定の整備 

燃費性能等の優れた自動車の税率を軽減し、一定年数を経過

した自動車の税率を重くする特例措置（グリーン化特例）につ

いて、現行の自動車税において講じている措置と同様の措置を

講ずるよう規定の整備を行う。（附則第29項～第34項及び附則

第37項～第40項関係） 
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イ 令和３年４月１日施行の改正

(ｱ) 自動車税種別割におけるグリーン化特例（軽課）の延長

自家用乗用車等に係る自動車税種別割のグリーン化特例（軽課）

の対象となる自動車を、電気自動車等に限定した上で２年延長する。

（附則第34項関係） 

(ｲ) 適用期間が経過した自動車税種別割のグリーン化特例に関する規

定を削除する。（附則第38項及び第39項関係）

ウ その他所要の規定の整備を行う。（第57条並びに附則第７項、第８

項、第16項、第27項、第31項、第33項、第34項及び第37項関係）

(3) 施行期日

令和元年10月１日。ただし、(2)イは令和３年４月１日、(2)ウは公布

の日。 

  （参考） 法人事業税の主な税率区分における改正案   （単位 ％） 

区 分 
改正前 改正案 

本則税率 超過税率 本則税率 超過税率 

資本金１億円超の普通法人 

（年800万円超の所得） 
3.6 3.78 

1 

(2.6) 

1.18 

(2.6) 

資本金１億円以下の普通法人等 

（年800万円超の所得） 
9.6 10.08 

7 

(2.59) 

7.42 

(2.59) 

収入金額課税法人 1.3 1.365 
1 

(0.3) 

1.06 

(0.3) 

 備考 （ ）内には特別法人事業税の税率を法人事業税の税率に換算して記載 

（本則税率の 
 ５％増し） 

（本則税率の 
 18％増し） 

（本則税率の 
 ５％増し） 

（本則税率の 
 ６％増し） 

（本則税率の 
 ５％増し） 

（本則税率の 
 ６％増し） 
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【議案（条例その他 その３）21頁 定県第61号議案】 

５ 過疎地域における県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例

の概要 

(1) 改正の趣旨

「過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不

均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令」の一部が改正さ

れ、特別償却設備を新増設した者に対して地方税の課税免除を行った場

合の減収補填措置の期間が延長されたことから、所要の改正を行うもの

である。 

(2) 改正の内容

課税免除の対象となる特別償却設備の新増設の期限を、令和３年３月

31日まで２年延長する。（第２条関係） 

(3) 施行期日等

公布の日から施行し、平成31年４月１日から適用する。
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